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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 貼 付 対 象 物 に 貼 付 す る ラ ベ ル を 作 成 す る た め に 、 入 力 し た キ ャ ラ ク タ に 基 づ い て 前 記 ラ
ベ ル と な る 印 刷 テ ー プ に 印 刷 を 行 う テ ー プ プ リ ン タ に お い て 、
　 入 力 し た 前 記 キ ャ ラ ク タ を 画 面 上 に 表 示 す る 表 示 手 段 と 、
　 入 力 し た 前 記 キ ャ ラ ク タ を 前 記 印 刷 テ ー プ に 印 刷 す る 印 刷 手 段 と 、
　 前 記 キ ャ ラ ク タ の 印 刷 サ イ ズ を 装 着 さ れ た 印 刷 テ ー プ の テ ー プ 幅 に 応 じ て 自 動 設 定 す る
自 動 設 定 手 段 と 、
　 段 階 的 に 定 め た 複 数 の 印 刷 サ イ ズ か ら 前 記 キ ャ ラ ク タ の 前 記 印 刷 サ イ ズ を 選 択 設 定 可 能
な 選 択 設 定 手 段 と 、 を 備 え 、
　 前 記 選 択 設 定 手 段 は 、 複 数 の 具 体 的 貼 付 対 象 物 か ら １ つ を 選 択 す る こ と に よ り 、 選 択 さ
れ た 前 記 具 体 的 貼 付 対 象 物 に 対 応 す る 特 定 印 刷 サ イ ズ を 選 択 設 定 可 能 な 固 定 サ イ ズ 設 定 手
段 を 有 し て い る こ と を 特 徴 と す る テ ー プ プ リ ン タ 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 複 数 の 具 体 的 貼 付 対 象 物 に は 、 磁 気 デ ィ ス ク 、 光 磁 気 デ ィ ス ク 、 光 デ ィ ス ク 、 お よ
び メ モ リ カ ー ド に 分 類 さ れ る 具 体 的 媒 体 、 こ れ ら メ デ ィ ア を 格 納 す る 各 ケ ー ス 、 お よ び 鉛
筆 の う ち ２ つ 以 上 の 具 体 的 貼 付 対 象 物 が 含 ま れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の テ ー
プ プ リ ン タ 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 表 示 手 段 は 、 前 記 固 定 サ イ ズ 設 定 手 段 へ の モ ー ド 切 替 え に よ り 、 入 力 画 面 を 前 記 具
体 的 貼 付 対 象 物 に 対 応 し た 専 用 の 入 力 画 面 に 切 替 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２
に 記 載 の テ ー プ プ リ ン タ 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 特 定 印 刷 サ イ ズ は 前 記 具 体 的 貼 付 対 象 物 の 貼 付 対 象 端 面 に 対 応 し て お り 、
　 前 記 印 刷 手 段 は 、 前 記 特 定 印 刷 サ イ ズ の キ ャ ラ ク タ と 共 に 、 前 記 貼 付 対 象 端 面 の 幅 に 対
応 し た 目 安 線 を 印 刷 可 能 で あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ な い し ３ の い ず れ か に 記 載 の テ
ー プ プ リ ン タ 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 固 定 サ イ ズ 設 定 手 段 は 、 前 記 具 体 的 貼 付 対 象 物 の ラ ベ ル 貼 付 可 能 領 域 の 長 さ に 応 じ
て 、 入 力 さ れ る 前 記 キ ャ ラ ク タ の 文 字 数 を 制 限 す る キ ャ ラ ク タ 数 制 限 手 段 を 有 し て い る こ
と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ な い し ４ の い ず れ か に 記 載 の テ ー プ プ リ ン タ 。



【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 キ ャ ラ ク タ 数 制 限 手 段 は 、 入 力 さ れ た 前 記 キ ャ ラ ク タ の 文 字 数 が 制 限 を 越 え た 場 合
に 前 記 表 示 手 段 に お い て エ ラ ー 報 知 を 行 う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の テ ー プ プ リ
ン タ 。
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